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はじめに 

当審議会は，平成 12年 9 月 20 日，札幌市の少子化への具体

的な対策について諮問を受けた。 

本市の平成 12年の出生数は 15,347 名とピーク時の４分の３

の水準にまで減少し，合計特殊出生率は 1.05 と人口置換水準

（ 注 １ ） を大きく下回り，全国的にも最低水準が継続してい

る（図１参照）。 

少子化問題は平成 10年度版厚生白書で大々的に取り上げら

れたことから国民の大きな関心を集め，政府も少子化対策推

進基本方針を策定し，新エンゼルプランを推進するなど取組

が進められている。しかし，その実態は，依然として，少子

化対策といえば，保育所の充実に代表される子育て支援のこ

とであるとの発想にとらわれたままであり，深刻な人口減少

社会への対策としてはいささか不十分であると考えるもので

ある。 

以下では，少子化の現状・背景から始め，政府によるこれ

までの少子化対策の評価を踏まえ，新たな少子化対策への発

想と具体的な対策について提言したところである。本答申が

札幌市の少子化対策に反映され， 21世紀の札幌市における少

子化への理解の促進と対策の進展につながることに期待する

ものである。 

 

１  将来予想と影響 

国立社会保障・人口問題研究所の試算によると，平成 8 年

の全国の合計特殊出生率 (1.43) などの諸条件が不変と仮定す

れば，約 100 年後の我が国の人口は，現在の約 4 割の水準に

まで低下する。この前提で敢えて計算すると，日本の人口は

2500 年頃には約 30万人， 3000 年頃には約 500 人， 3500 年頃に
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は約 1 人になるとされ （ 注 ２ ） ，このことは日本国の存亡そ

のものに関わる深刻な事態である。 

札幌市でも第４次長期総合計画の策定にあたり，平成 32（

2020 ）年の総人口を 210 万人，そのうち年少人口は 27.4 万人 

で，人口に占める割合は， 13.1 ％に低下すると見込んでいる。 

我が国の人口動態を考慮すると，本市人口の将来予測も決し 

て予断を許さない状況にあると言え，たとえ本市の総人口が 

当面は維持されるにせよ，独り本市だけが人口減少の影響を 

免れることは不可能であると考えるべきである。 

少子化が市民一人一人及び本市行政に及ぼす影響にはプラ

ス面マイナス面があるが，この答申ではマイナス面の影響が

極めて大きいと判断する。そのマイナス面の影響を回避し解

決し，札幌市の都市発展の基盤を築くことは，北海道のみな

らず，日本社会全体の利益にもつながるはずである。 

少子化の進行とその社会的影響は，市場の縮小や労働力人 

口減少などの経済成長のマイナス要因あるいは年金財政上の 

逼迫化といった経済的問題に局限化されるきらいがあるが， 

その影響は国民全体，社会全体の将来に密接に関わっている。

特に， 13大都市では東京都区部に次いで２番目に低い合計特 

殊出生率の本市においては，経済活動にとどまらず，市民福

祉，地域社会活動，行財政を含め都市経営全般に深刻な事態 

を招くおそれがある。 

このような観点から，札幌市が少子化対策に取り組むこと

は，本市の市民福祉を向上し，持続的な都市の発展を維持す

るためにも，地方分権が進む自治体に課せられた課題でもあ

ると考える。 
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２  少子化の原因としての，未婚率の上昇及び夫婦の出生児数

の減少  

日本における少子化の最大の原因は，未婚率の上昇にある。

５年又は 10年ごとの合計特殊出生率の変化を「年齢別有配偶 

率の変化」による影響と「年齢別有配偶出生率の変化」によ 

る影響とに分解すると，全国では，「年齢別有配偶率の変化 

」による影響はほぼ一貫してマイナスに作用しており，「年 

齢別有配偶出生率の変化」による影響は部分的にはむしろプ 

ラスに作用している（表１・表２参照）。本市の合計特殊出 

生率に関する同種データは入手困難であるが，国勢調査年ご 

との 20歳から 39歳までの男女の未婚率は昭和 55年から大きく 

上昇しており，平成 12年においては， 30歳から 34歳までの層 

では男性の 2.5 人に１人，女性の３人に１人， 35歳から 39 歳 

までの層では男性の４人に１人，女性の５人に１人が未婚で 

ある ｡  

このことから，本市の少子化の主要な原因も，未婚率の上

昇であると推定できる。 

更に，上述の合計特殊出生率の変化に対する寄与割合にお

いては，全国ベースでは「年齢別有配偶出生率の変化」の影

響の方が小さいものの，そもそも札幌市を含む北海道におい

ては，「年齢別有配偶出生率」自体が全国平均を下回ってい

る。平成 12年における「年齢別有配偶出生率」は， 20歳から

34 歳まで（５歳階級別）の各層において，全国平均を下回っ

ており，未婚率の上昇による影響を一層深刻なものにしてい

る（図２参照）。 

近年では夫婦の出生児数が減少し，結婚すれば２人は子ど 

もを持つとの前提がかげりを見せはじめているとの見解も出 

ており，この面からの影響も無視できないものと考えられる。 
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３  子育ての４つの負担 

その背景には，結婚して家庭を築き，あるいは子どもを持

つことで生じる様々な負担感がこれらの行動に際し，抑制的

に作用していることが挙げられる。 

もう少し具体的に述べるならば，個人の自由を重んずる気 

風が一般化し，独身の自由を求める欲求が強いこと，親との 

同居を前提とした結婚前の快適な生活水準を維持する欲求が 

若い世代に強いこと（この点を強調し，パラサイト・シング 

ル （ 注 ３ ） と言われる行動様式が一般的に認識されてきてい

る。），また，親世代も含め結婚に関する社会規範が変化し，

結婚に対する世間の圧力が減少したことなどが，未婚率上昇 

の複合要因として存在する。 

特に，女性にとっては，高等教育進学率の上昇とともに経

済的自立が進み，結婚・育児による就業中断に伴う機会費用

（ 注 ４ ） が増加していること，結婚・育児に伴う仕事との両

立の負担感が高まっていることも背景として挙げられる。 

出生から大学卒業までの子育て費用は，様々な試算が行わ

れているが，大学進学を前提とすると，概ね１人当たり

2,500 万円程度に達するとされている （ 注 ５ ） 。更に，出産

・育児に伴う女性の就業中断の機会費用は 6,300 万円とも推

計されている （ 注 ６ ） 。 

こうした経済的負担に，子育ての精神的負担，及び主に乳 

幼児期における子育ての時間的拘束による負担，肉体的負担

を加え，子育ての４つの負担が複合的に絡まりあい，子ども

を持つことに伴うマイナスイメージが増幅された結果，いわ

ゆる「産み損」・「育て損」なる用語が浸透しつつあるのが

実際である。 

これらは，戦後の日本社会における価値観やライフスタイ
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ルの変化に依拠する部分が大きく，これらをにわかに否定し

変容を図ることは困難である。 

更に，長引く不況が子どもを持つ時期や人数にマイナスの

影響を及ぼしているとの指摘もあり，北海道の深刻な経済状

況が道民の若い世代の結婚・出産に大きな影響を与えている

ものと考えられる。加えて札幌市においては，九州や本州と

異なる「家制度」にこだわらない北海道独特の「家族観」，

過去からの育児知識の継承や家庭内での子育てへの援助が可

能である３世代同居率の低さなどが作用しているものと想定

される。 

 

４  長期的展望と社会的ジレンマ 

こうした背景のなかで，結婚や子どもを持つことに関して 

直接の当事者となる若い人々にとって，ともすれば当面の生 

活の安定を優先し，敢えて不確実性，負担を伴う選択を行う 

ことを先送り，回避する傾向が生まれることもやむを得ない。 

特に，女性にとっては，結婚・育児に伴う仕事との両立の

負担感及び育児そのものの負担感があり，その背景には，職

場における男性偏重，長時間労働，育児休業制度等への理解

の低さなど，日本的な企業風土に象徴される企業のあり方と

それを許容する個人意識・家族意識が密接に関わっているこ

とは周知のとおりである ｡  

こうした，個人・家族・企業の態度は何れも短期的な効用

拡大の観点からは合理的選択であるといえる。しかし，少子

化の進行に伴う将来の人口減少は，長期的には少子化のマイ

ナスの影響を全ての個人・家庭・企業に及ぼすであろうこと

は容易に推測できる。したがって，現在の選択が，将来，国

家と国民全体に必ずしも望まない結果を及ぼし，その結果を
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全員が甘受しなければならないことを認識しなければならな

い。これは典型的な少子化に伴う社会的ジレンマと呼ばれる

ものである （ 注 ７ ） 。 

 

５  少子化対策への新たな発想－エンゼルプランの発想を越え

て 

少子化が言われながらも，依然として「いずれ結婚するつ

もり」とする若い未婚者が国民全体に占める割合は 80％を越

えている （ 注 ８ ） 。したがって，結婚自体は依然として否定

されてはいないとの現実を前提として，当事者世代が出産と

育児を選択するなかでその社会環境を整備することの重要性

に着目し，これまで政府，自治体による少子化対策が講じら

れてきた。 

国は平成６年に「（旧）エンゼルプラン」を，平成 11年に

「少子化対策推進基本方針」及び「新エンゼルプラン」を策

定し，全力で対策に取り組んできた。札幌市でも平成８年に

「札幌市子育て支援計画」を策定し同様に取り組んできたと

ころである。 

しかし，この間も，出生数は低下傾向を続けており，これ

らのプランがどれだけ効果があったのか直接的にはうかがい

知れない状況であり，６年目が経過しようとしていることも

あり，点検評価が求められる時期になった。 

この状況を踏まえ，札幌市での少子化対策のあり方につい

て，根本的な検討を加えることとしたい。これまでの対策の

効果が直接的に表れていない原因を考えてみるならば，①そ

もそも少子化の背景・原因のとらえ方が間違っていた，②少

子化の背景・原因のとらえ方は妥当であったが対策が十分に

対応していなかった，又は③種々の対策は講じられたものの
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それ以上に背景 ･ 原因の作用が強力であったのいずれかであ

ると考えられる。 

確かに，これまで採られてきた少子化対策の効果が数値と

して表れていないことをもって，ただちに札幌市の保育所入

所定員の拡大，各種保育サービスの多様化の進捗及び地域子

育て支援事業などの家庭での子育てに対する支援の実績の全

てを否定するものではない。 

しかし，これらの対策の主要な部分を占める，保育，子育

て支援，母子保健などの取組は，主に「有配偶出生率」を維

持するとの観点からの対策であって，少子化の最大の原因で

ある未婚率の上昇に対しては間接的な効果しか持たないもの

である。なぜなら，有配偶者の子育ての環境が整備されるこ

とで，結婚や子どもを持つことに伴う不利益の軽減が図られ

るとの意識を通じて作用するからである。 

21 世紀の都市では，従来からの間接的な対策に加え，少子

化の社会・経済的な要因に，より直接的に作用する対策をよ

り積極的に検討することが必要である。これらは，男女共同

参画社会の形成推進，労働時間短縮，育児休業制度の推進，

更には未婚率の上昇や少子化をどのように評価し，国全体と

して今後の我が国のあり方をどのように設計するかに関わる

領域であり，国においては，主に男女共同参画行政，労働行

政及び社会保障行政の一環として取組がなされてきた領域で

ある。 

しかし，これらの領域は，札幌市においては，これまで男

女共同参画行政を除き積極的には関与してこなかったところ

であり，市民と企業，更には行政内部においても，理解・認

識が必ずしも十分ではないと考えられ，今後，札幌市として

も一層の取組が求められる課題となっている。 
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これからの少子化対策は，短期的で部分的な政策を越え，

総合的で長期的な内容に移行させる時期にきている。そうす

ることで，保育と子育て支援を中心とした従来型の少子化対

策の効果も一層高めることが期待できる。 

そこで，以下で，従来型の対策の評価と提案，並びにこれ

まで取り組んでこなかった領域に関わる対策についてそれぞ

れ検討を進めることとする。 

 

６  少子化対策にあたっての基本的考え方 

少子化対策の検討にあたっては， 

⑴   結婚や子どもを持つことは当事者の自由な選択に委ねら

れるべき事柄であり，少子化対策が個人の自由な意思を拘

束し，選択を妨げることがあってはならないこと。 

⑵  少子化の原因・背景を市民誰もが十分理解し，社会全体

が当事者としての意識を持って，少子化への取組を進める

必要があること。 

⑶  男女共同参画社会の形成を進め，男女の多様な価値観を

尊重し，その実現が図られるように努めること。 

⑷  少子化対策にあたっては，常に子どもの健全な成長を保

障するとの観点から取組を進めること。 

⑸   少子化対策を効果的に進めるためには，少子化の背景・

要因を関係する当事者ごとに分類整理し，それらに応じた

総合的対策を講ずる必要があること。 

 以上を原則として掲げることとする。 

 

これらに加え，男女共同参画社会の形成にあたっては，男 

女共同参画社会基本法に掲げる，「男女が社会の対等な構成 

員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野における 
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活動に参画する機会が確保され，政治的，経済的，社会的及 

び文化的利益を享受することができる社会」の形成に当たり，

女性のライフスタイルの多様性としての，仕事と結婚・子育 

てとの両立，専業主婦としての生き方，地域社会活動等との 

両立といった様々な社会との関わり方をいずれも尊重すると 

の視点に基づき，本答申を取りまとめることとした。 

  

７  従来対策の検証 

これまで札幌市では，「札幌市子育て支援計画」に 102 の

個別事業を掲げ，対策を積極的に推進してきた。ただし，こ

れらの子育てを支援する対策の多くは，間接的に当事者の意

識変化を介して，結婚や子どもを持つとの選択に作用するも

のである。 

これらの少子化対策は，札幌市においては，保育，育児支

援，母子保健，小児医療，児童手当，子どもの交流の場・遊

び場の確保などが主要な事業であるが，これらの大部分は児

童福祉部門が担っている。 

札幌市では，従来から，子育てと仕事との両立支援に重点

を置き，保育所定員の拡大，延長保育・病後児保育等の保育

の多様化対策，放課後児童クラブの拡充などの対策に積極的

に取り組んできた。また，地域子育て支援事業の独自展開な

ど家庭における子育てへの支援も行ってきた ｡  

しかしながら，年度当初の待機児童数が依然として 100 人

を越え，定員超過入所が常態化している状況，更には，ベビ

ーホテルをはじめとする事業所内保育施設以外の認可外保育

施設への入所児童数が近年増加している状況が見られる。 

特に保育所待機児童数は，自治体における子育てと仕事の

両立支援策の指標とみなされており，市民の意識に与える影
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響も大きいものがあり，小泉内閣の「構造改革」における優

先順位も高い。 

また，日中，主に家庭において母親が子育てをしている親

子についても，核家族化や３世代同居率の低下が進んでいる

にもかかわらず，父親の子育てへの参画が進展しにくく，過

重な負担が母親にかかっており，肉体的・精神的・時間的拘

束による負担感があることは事実である。こうした環境を，

子育てはすばらしい，他には替えがたい価値があるといった

精神論で乗り切ることを期待することは，社会全体の自由度

が高まり，結婚・子育ての価値観が変化した中で，もはや何

ら解決をもたらすものではない。近年，札幌市の児童虐待件

数が急増していることを十分に考慮しておきたい。 

札幌市においては，平成９年度に従前の「仲よしこども館

」を「地域子育て支援事業」に再編し，既存の「地域子育て

支援センター」とともに，主に家庭での子育てに対する地域

に根ざした支援に取り組んできており，更には，子育て支援

検討会議を設置し，関係当事者間の連携強化を図ってきたと

ころである。 

しかし，現行の地域子育て支援事業にあっては，親子の自

由な交流の場（子育てサロン）が 1 児童会館あたり週 1 回 90

分であり，負担に耐えかねた親が緊急に利用することが可能

な体制は整えられていない。保育所利用者が毎日８時間程度

の保育サービスを保障されているのに対して，専ら家庭で子

育てを行う専業主婦に象徴される母親に対する支援は大きな

格差がある。このことは，女性のライフスタイルの多様性を

保障する上でも，配慮しておきたい大きな問題である ｡  
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８  エンゼルプランの一層の拡充－必要条件的対策 

こうした，札幌市における都市社会環境を踏まえ，エンゼ

ルプランの拡充を少子化対策の必要条件的対策として，４点

ほどの提言を行いたい。 

 

⑴  保育所待機児童の解消 

１点目は，保育所待機児童の解消である。既に，保育所

待機児童数が自治体における両立支援策の指標とみなされ

ていると述べたが，保育所待機児童解消と保育サービスの

多様化を，積極的に推進し，あらゆる就労形態に対応可能

な保育サービスを提供すべきである。 

将来，子育てと仕事の両立支援が不十分であったがため

に少子化の進行に歯止めがかからなかったと批判されるこ

とのないよう，この取組を加速させるべきである。 

また，保育サービスの供給増に伴い，その運営にかかる

コストも大きく伸びている。札幌市の財政構造が厳しい中

で，可能な限り保育コストについても効率的運営が求めら

れており，保育所運営主体の多様化に対する札幌市の具体

的な取組が求められている。同時に，利用者の安心と子ど

もの発育を保障する観点から，保育サービスの質の確保を

図ることが重要である。 

 

⑵  地域子育て支援事業の発展的あり方 

２点目は，地域での子育て支援事業の発展の方向性につ

いてである。既に述べたように，結婚や子どもを持つこと

は当事者の自由な意思ではあるが，現状では，子どもを持

つとの選択をした当事者は，子育てに伴う負担を全て引き

受け，自ら解決していくことを強いられている。子育ての
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責任はその親にあることはもちろんだが，核家族化の進行

や３世代同居率の低下が進み，子育ての経済的負担が強く

意識されている昨今，少なくとも精神的，肉体的及び時間

的拘束による負担の軽減について，全ての子育て家庭が安

心して子育てができる，より強固な社会全体による支援策

が求められている。 

これまで札幌市では，地域子育て支援センター，地域子

育て支援事業，一時保育及びさっぽろ子育てサポートセン

ターなどを通じ支援がなされてきた。 

それでも，未だ 24時間子育て家庭を見守る体制には到っ

ておらず，困ったときにいつでも支援が受けられる体制に

はまだまだ遠いものがある。少子化が市民全体の課題とな

った今日，限られた行政関係者を中心とする子育て支援の

現状を越え，広く社会全体で子育て家庭を支援したい。 

そのために，現行の地域子育て支援事業・地域子育て支

援センターのあり方について検討すると，以下の変更点が

浮かんでくる。 

少なくとも，現行の児童会館巡回方式の子育てサロンで 

すくい上げることのできない地域の家庭の需要に対応する 

ことを目指すのであれば，最低限，平日の日中時間帯は， 

各地域に，常時，子どもを連れて行くことが可能な子育て 

支援のための場所を確保しておくことが必要である。その 

ためには，現行の子育て推進課各区センター及び公立保育 

園７園の地域子育て支援センター事業園に加え，保育所及 

び幼稚園の活用を通じ，地域の子育て拠点を構築すること 

が最短であると考えられる。これによって，保育所・幼稚 

園も限られた通所世帯のための施設から，地域の子育て家 

庭全体の支援施設へと転換が図られることになる。 
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これに加えて，各区に最低１か所程度の常設の拠点を設 

置し，現行の子育て支援事業のほか，地域の活動のコーデ

ィネート，他機関との調整等の役割を担うことで，概ね子

育て家庭に対する支援体制は整備されるはずである。 

 

⑶  子育ち支援と青少年の意識啓発への取組 

３点目は，子どもの育ちを支援する，「子育ち支援」の

概念の導入である。従来の少子化対策の主要部分は，子育

てと仕事との両立支援及び子育ての直接的負担の軽減とい

った，子育て中の親を支援する施策を進めることを通じ間

接的に少子化への対策を講じてきたものである。 

これに加え，これからの少子化対策には，新たに，将来，

家庭を築き，子どもを持つ可能性を持つ，子ども自身の成 

長を長い目で支援する，「子育ち支援」の発想が必要であ 

ると考える。 

特に中学生・高校生等の，これから社会に参加していく

世代が，家族観を涵養し，自らの意思で様々な人生を選択

して行く能力を獲得していく過程を支援することが，長期

的には少子化への対応となると言える。なぜなら，自らの

「育ち」を地域やそこに住む人たちに援助された経験は，

次には，自らが，地域で「子育て」を担い「子どもの育ち

」を援助することを，肯定的に理解させるからである。 

こうした「子育ち支援」の観点からは，主に，児童会館

の利用想定年齢を越える小学校高学年，中学・高校生の放

課後・休日の居場所づくり，青少年の家族観・子ども観の

涵養のための子育てボランティア体験，人工妊娠中絶率が

高い現状を踏まえ，心身の健全な成長を支えるためのリプ

ロダクティヴヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権
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利）に関する教育及び男女共同参画についての意識啓発な

どへの取組が必要であると言える。 

これらは比較的専門性を持った学校教育領域に関わる事 

柄であり，支援を行うことにより，今日，家庭の養育力が 

低下していると言われる中で，子どもの育ちを支援するこ 

とが，保護者の家庭における養育・教育を間接的に支援し，

子育て支援につながると見てよい。 

平成 13年 12 月に策定された男女共同参画基本計画では， 

男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習 

の充実が盛り込まれており，平成 14年度には小中学校で新 

学習指導要領がスタートする（高等学校では平成 15年度か

ら年次進行により段階的に適用）。 

具体的には，高等学校学習指導要領では， 

ア  男女共同参画社会の推進，少子高齢化等に対応し，

人の一生と家族・福祉に関する内容を重視して，男女

が協力して家庭や地域の生活を創造する能力と態度の

育成を図る。 

イ  家庭生活を営むために必要な衣食住や消費生活など

に関する知識・技術を総合的に身に付けさせることを

重視する。 

とされ，普通教科としての家庭科が重視されている （ 注 ９

） 。 

それゆえ，そのための実践的な活動として，保育所等で

の乳幼児との触れ合いや交流などの取り入れについて留意

することとされており，今後の取組への環境も整えられつ

つある。 

なお，男女共同参画社会基本法及び男女共同参画基本計 

画は，社会制度・慣行の見直し意識改革，雇用等の分野に 
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おける均等な機会と待遇の確保及び男女の職業生活と家庭 

・地域生活の両立支援など極めて広い領域に及んでいるが，

直接的に少子化対策を狙ったものではないことへの配慮も 

しておきたい。男女共同参画社会の形成はあくまでも少子 

化対策の必要条件なのである （ 注 10 ） 。 

 

⑷  子育て・子育ち支援センター  

４点目は，「子育て支援」及び「子育ち支援」の拠点と

しての支援センター構築についてである。既に若干触れた

が，地域における子育てをコーディネートし，また，現状

では取組が進んでいない子どもの育ちを支援するための拠

点として，各区に常設の交流スペースと事務部門を備えた

「子育て・子育ち支援センター」を設置することが必要と

考える。 

これは，これまで培われてきた札幌市の子育て支援関連

事業の人的体制・地域との関わり・関係者とのネットワー

ク等の蓄積を基盤にするものであり，施設的な確保が可能

であれば，札幌市が社会全体で子育て家庭を支援していく

上での拠点として容易に構築可能なものである。 

更に，これらの「地域子育て・子育ち支援センター」を

統括調整する専門機関「子育て・子育ち支援中央センター

」を設け，子育て・子育ち支援関連事業の連絡調整，調査

研究，普及啓発等にあたることが望ましいと考えるもので

ある。 

ところで，児童福祉施策及び少子化対策は，既に相当の

規模に達しており，今後，この答申内容も含め一層拡大す

ることが予想される。これからの少子化対策を考えるにあ

たって，事業実施のあり方についてもここで少し触れてお
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きたい。 

上に述べた子育て・子育ち支援に関係する事業は，現在，

主に公立保育所及び地域子育て支援事業によって担われて 

おり，従事する札幌市職員も相当数に達している。今後， 

少子化対策を拡充するにあたっては，可能な限り人的・財 

政的負担に配慮した事業化が望まれるところであり，地域 

に根ざした子育て・子育ち支援を進めるとの基本理念のも 

とに，民間の保育所，幼稚園及びボランティアの担う役割 

について検討する時期にあると考える。とりわけこれまで 

のボランティアの主力がいわゆる専業主婦層であったこと 

をしっかり認識して，仕事と家庭との両立を実現するとの 

生き方を選択をした女性とともに専業主婦という生き方を 

選択した女性への支援も欠かせないことを理解しておきた 

い。 

これまで市職員が子育て支援活動の企画・立案・実施を

してきたが，今後の展開にあたっては，一層の活動進展に

対応するため，民間施設，ボランティアを事業運営の委託

先として，あるいは，場合によっては，事業の企画・立案

等も含む事業の担い手として位置付けるべき時期に来てい

ると考える。 

特に，保育所と幼稚園は既に施設・人材が備わっており，

多少の運営ノウハウと運営経費があるならば，自主的に地 

域の子育て・子育ち支援の場として活動を展開していくこ 

とができるものと考えられる。 

また，同様に，ボランティアについても，専業主婦を軸

として若年者と高齢者までも広げてこれからの事業の担い

手として育成を図り，世代間リレー的な人材の確保に努め

るべきである。 
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更に，こうした試みが成功するには，事業の利用者が意

見を表明する機会が設けられ，その声を運営に反映し，情

報公開していくことも重要になってくると考える。このこ

とは，他の事業に関しても言えることであり，市民・民間

の活力を少子化対策の推進に積極的に取り入れることを常

に意識して事業展開を図るべきである。 

 

⑸  その他の各種事業 

これらの対策に加え，子育て家庭を支援することを目的

とする，母子保健サービス，公園・緑地・児童厚生施設・

文化施設などの整備，乳幼児連れでも移動の容易な公共交

通機関と周辺道路環境などの整備などについて，札幌市全

体が子育て支援に真剣に取組を行っているとの意識が浸透

するまで，積極的に取り組むことが不可欠である。 

また，札幌市では相当の体制を整えているものの，小児 

救急医療体制に関する全国的な不安の高まりなどに関して

は，本市の現状について市民が冷静に現状を理解できるよ 

う情報提供に努めるともに，一層の拡充について期待する。 

 

９  エンゼルプランを越えて－十分条件的対策 

さて，札幌市における少子化の主要な原因として未婚率の 

上昇があり，これに対しては，保育や子育て支援に係る事業 

は当事者の意識に間接的に作用することを通じてのみ影響を 

及ぼすことが可能であることを見てきた。これらの対策が適 

切に行われたとして，少子化の傾向に歯止めがかかるかどう 

かは現時点で予断を許さないし，むしろ，これまでに述べた，

結婚や子どもを持つことに対する価値観が大きく変容してい 

るとの前提が正しければ，これまでに展開した必要条件のみ 
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では不十分で，より直接的に当事者の意識に訴えかけ，行動 

の変容を生み出す施策が必要となるはずである。 

同時に，少子化の影響について，市民全体が自らの課題と

して考え，長期的展望に立った選択を行っていくことが必要

な時代になっている。 

日本の適正人口について，市場，経済成長，労働力，医療

制度，年金制度，国民負担の将来のあり方といったマクロ的

観点から真剣に検討することが，市民一人一人に求められる

時代が到来している。 

特に，今日，いわゆるパラサイト ･ シングルあるいはＤＩ

ＮＫＳ （ 注 11 ） といわれる人々が増加しているが，これらの

人々も，将来は，自己の選択とは関わりなく，否応なしに人

口減少社会に直面することとなり，その社会環境を受け入れ

なければならない。労働生産性に飛躍的な変化がおきなけれ

ば，経済活動は労働力人口に依存する側面は大きく，社会的

負担，特に，税・社会保障負担に関しては，将来世代となる

自らと同世代の産んだ子どもに依存するところとならざるを

得ない。 

従来，子育てや少子化の影響に直面し，真に検討を迫られ

てきた当事者は，子どもを持つ親，年金・母子保健・保育な

ど特定分野の行政関係者，女性労働者を雇用する企業のみに

事実上限られてきた。 

しかし，これからの時代は，誰もが少子化のマイナスの影

響下に立たされることになるのは間違いない。社会システム

を永続的に維持していく上で，少子化への対応は国民的・全

市民的な課題であると位置付けられ，そのことを認識し，幅

広い市民各層が少子化に関心を持ち，行動を起こすことが求

められている。以下では，そのための札幌市に対する３つの
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提言と，更に，敢えてより広く社会全体に対しての提言を行

うこととしたい。 

 

⑴  少子化に関する市民への情報提供と意識啓発 

まず，札幌市への提言であるが，その一つは，市民への 

少子化に関する積極的な情報提供と意識啓発の実施である。 

少なくとも現状では，少子化は，社会保障や行財政に関

心を持つ人々には一定の理解を得られてきたが，多くの市

民にとっては，遠い将来の懸念と捉えられるか，あるいは

直面する子育ての負担を何とか解消したいとの観点からの

支援策への期待として出現するに過ぎず，未だ市民全体に

十分認識されているとは言い難い。 

しかし，これまでの国民・市民が選択した結果として今 

日の少子化問題があるのだから，逆に言えばこれからの選 

択の如何によって解決を含めて将来に変化をもたらすこと 

も可能である。 

そのためには，独身者も含め各個人，各家庭がこれから

の日本社会のあり方を考え，どのような責任ある選択をす

べきかを真剣に考え，行動すべきであり，政府，自治体及

び企業はこれらの多様な選択を可能な限り保証するとの姿

勢を持つべきである。 

したがって，少子化対策の第一歩として，関係当事者を

越えた社会構成員全体が正確に少子化の現状と将来展望を

理解し，その上で各当事者が責任ある選択を果たしていく

ことができるよう，行政が，社会保障や行財政のあり方も

含め，様々な機会に少子化に関する情報の提供，広報を行

い，粘り強く少子化に関する社会的な関心の喚起を図るこ

とが重要である。 
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⑵  企業に対する家庭と仕事のあり方に関する働きかけ 

札幌市に対する二つ目の提言は，家庭と仕事の見直しに 

関わる企業への働きかけである。少子化の問題は，生活全 

体のあり方に密接に関わる事柄であり，少子化の背景には，

長時間労働の常態化，育児休業制度をとりにくい職場の雰 

囲気など，男女ともに家庭と仕事の両立が困難な職場環境 

が密接に関わっている。 

男女雇用機会均等法，男女共同参画社会基本法が施行さ

れ数年以上が経過しているにも関わらず，依然として企業

では女性，中でも子育て中の女性を敬遠し，採用抑制，結

婚・出産退職慣行などが残っている。その一方で，我が国

の製造業の年間労働時間は目標とする 1,800 時間の達成が

視野に入るまで短縮が進んできたが，その実態は，長時間

勤務の正規労働者と派遣・アルバイト・パートタイム労働

者への切替えによる二極化と考えられ，過労死の労災基準

の見直しがなされるなど，依然としていくつかの課題が残

っている。 

我が国の 25歳から 34歳までの女性労働者のうち，３人に

１人はパート・アルバイト・派遣・契約・嘱託等の非正規

社員で占められており，これらの労働力なくしては経済が

成り立たない時代が到来しつつある。これらの非正規社員

には子どもを持つ母親も多数含まれていると考えるのが自

然である。したがって，女性の活用は企業経営上も不可避

のはずだが，現実にはそのあり方が真剣に検討されてきた

とは言い難い。 

今日，働く男女ともに家事も含めた介護や育児などの分

担をする機会が多くなっているが，企業の意識が変化し，

労働環境が大きく変化しない限りそれらを果たすことは困
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難であろう。 

家庭と労働のあり方を考え，労働環境の整備を行うこと

は，これまで，女性の雇用機会均等の確保及び労働時間短

縮等に関わる労働政策として，国が責任を持って取り組む

べき事項とされてきた。自治体においては男女共同参画の

観点から，職場における女性の役割の見直しと家庭への男

性の参画を求めてきた。 

しかし，少子化対策の観点からは，これらは，日本全体 

の課題として，家庭や子どもの意義を個々人が見つめ直し，

家庭と仕事の関係を再考する時期にきているのではないか。

そのためにも，男女ともに多様な働き方を可能とする職場 

環境が望まれる。 

自治体においても，これまでの，子育てと仕事との両立

支援策に限らず，子育てや家庭と仕事との関係そのものに

踏み込み，誰もが家庭における分担をすることが可能とな

るよう，労働環境を整備することについても積極的に企業

経営者及びそこで働く人々に働きかけていくことが求めら

れていると考える ｡  

さしあたり労働時間の短縮をはじめとし，育児休業制度

の取得促進，短時間勤務・フレックスタイム制・在宅勤務

・ワークシェアリングなどの柔軟な勤務形態，子どもの看

護休暇の導入などを進める「ファミリー・フレンドリー企

業」 （ 注 12 ） への理解と推進を図ることが，少子化対策に

とって不可欠であろう。 

更に，一旦退職した後，再就職する女性にとって一般的

な就業形態であるパートタイム労働に関して付言するなら

ば，パートタイム労働の労働環境を改善するためには，事

業主向けのパートタイム助成金制度（雇用管理改善等）は
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あるものの，育児休業制度は事実上利用できない状況とな

っており，社会保障制度上も様々な課題を負っている。 

育児休業が適用にならない者であっても，育児のための

勤務時間の短縮等の措置（育児・介護休業法第 19条第１項

），及び就学前児童全般に関わる，幼児期の子を養育する

労働者に対する措置（同法第 20条）が努力義務として課せ

られているところであり，こうした子育てと仕事との両立

のための配慮を企業に対して促がすことも，自治体の少子

化対策としてこれからは必要であると考えられる。 

 

⑶  企業における働き方の見直しを支援する枠組づくり 

上述の企業意識に対する働きかけを踏まえ，更に，これ

らを具体化するための支援措置についても，提言すること

としたい。 

昨今は日本経済の不透明感が一層深刻化しており，こう

した状況の中で，雇用主は企業の存続を最優先に考えざる

を得ないことから，人件費の削減が進んでいることも事実

である。したがって，積極的に少子化対策に有効な手だて

を講じていくことは，企業の短期的な利益に相反すること

にもなり，取組が進まない原因にもなっている。 

まさしく，社会的ジレンマの典型であり，少子化対策と

してこうした懸念を少しでも軽減する取組に対して行政が

支援を行う必要があると考える。 

そのためには，少子化対策への企業の理解と協力を得る

ための広報啓発に加え，対策に積極的に取り組む企業が増

えるよう，支援策を強化することが望まれる。 

北海道における，子育てと家庭の両立を支援する企業の

取組は，厚生労働省による「両立支援事業」の取組状況を
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見る限り，全国水準には未だ達していないと考えられる ｡  

現状では，市内企業の育児休業の取得率も把握されてい

ないことから，今後の対策の方向性の検討，進捗状況の把

握のためにも市内企業の実態について継続的調査を実施す

ることが必要である。また，企業向けの啓発・相談窓口を

設置し，厚生労働省所管補助金の活用促進なども含め企業

による環境改善の取組を支援する仕組づくりを検討すると

ともに，北海道労働局と連携し，市内企業への「ファミリ

ー・フレンドリー企業」普及のための表彰制度の導入など

についても検討すべきである。更に進んで，札幌市として

呼び水的な企業助成のあり方についても将来的に検討する

価値がある。 

これらは，いずれも労働行政の一環であり，自治体が取 

り組むべき課題ではないとの見解もあろうが，市民の多様 

なライフスタイルを保障し，必ず訪れる人口減少社会への 

対策をとることは，市民福祉の増進に寄与するものであり，

それが一番実現可能なのは地方分権下の都市自治体なので 

ある。 

 

⑷  社会全体で支援する枠組づくり 

以上の提言に加え，日本全体の少子化への取組を考えて

いく上で，子どもを持ち育てているあるいは育ててきた人

と，それ以外の人の特に経済的負担に関して考察したい。 

子育て費用に関しては，様々な試算がなされているが，

そのうちの教育費だけを取り上げても，世帯の年収に対す

る在学費用（世帯の全ての子どもにかかる費用の合計）の

割合は，平均 33.5 ％に達するとされる （ 注 13 ） 。 

教育費を含む子育て費用の総額は，１人当たり 2,500 万

- 23 - 



 

円程度はかかるとされ，別の推計では教育費が最もかかる

ケースに及んでは，養育費と教育費の合計が 6,300 万円に

達するなど （ 注 14 ） ，子育て費用が生涯所得に占める割合

は相当な水準に達している。 

このような負担が，専ら子育て家庭にのみ負わされてい

る現状は，少なくとも将来の国民負担等を考慮すると，必

ずしも平等であるとは言えないのではないかとの疑問を持

たざるを得ない。もちろん，家庭や子どもを持つことに伴

う精神的効果は金銭的には評価できないとの意見もあろう

が，「産み損」・「育て損」なる用語が認知されつつある

現状では，もっと真剣に子育て負担を社会全体で受けとめ

る必要がある時代となった。 

そうした点で，少子化対策への理解の前進を前提として，

更に一歩進んで，これらの負担をより幅広く社会全体で引 

き受けるための税あるいは社会保障等における枠組を再構 

築したい。 

しかしながら，自治体単独で少子化対策目的税を創設す

ることは，市民理解の現状，他の自治体との均衡，導入後

の使途等を勘案すると，相当の困難が伴うと考えられる。

まずは，国レベルで，負担のあり方を議論することから始

め，札幌市においても同様な方向での議論を展開すること

を提言しておきたい。 

 

10  「子育て共同参画都市」宣言 

これまで，「子育て支援都市を目指して」札幌市は対策に

取り組んできた。その内容は，決して他の自治体に遅れをと

るものではないし，大都市独自の試みとしては高く評価され

るものであろう。 
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しかし，総合的な少子化対策が求められ，市民・企業の積

極的な参加を求める今日，あらためて少子化対策に取り組む

姿勢を明確化するため，「子育て共同参画都市」宣言を行う

ことが有効であると考える （ 注 15 ） 。 

札幌市は，「札幌市子育て支援計画」で「子育て支援都市

」を目指すとしてきたところであり，次の段階として早急に

対策の具体化を図り，少子化対策関連予算の優先化，専用基

金の設置など特段の配慮を図り，「子育て共同参画都市」を

現実のものとすべきである。 

また，これにあわせて，「札幌市子育て共同参画シンボル 

マーク」を定め，関連事業に表示することを勧める。これは，

事業の当事者のみならず，幅広く市民全体に札幌市の少子化 

対策をアピールする上で効果があり，同時に事業の利用者に 

とっても，自らが支援を受けているとの意識に働きかけるこ 

とにより心理的な支援効果があるからである。 

 

11  横断的な行政機構 

以上のような，従来からのエンゼルプラン的な保育・子育

て支援策に，新たな視点も盛り込み，総合的な対策を展開す

るためには，従来の児童福祉施策の延長線上で少子化対策を

捉えるのではなく，これを越えた全体的発想が必要となって

くる。 

札幌市としても，現在，調整機関として設置されている内 

部委員会の保健福祉施策総合推進本部に対策の推進を委ねる 

のではなく，少子化対策の総合的な調査研究，企画調整，推 

進状況の確認，事業評価を行う推進部局の整備が必要である。 

中でも，今日，行政の情報公開の推進と事業の効率的運営

が強く求められている。そのためにも，まず，子育て支援施
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策も含め少子化に関わる各種事業に関する利用情報の積極的

な市民公開が求められる。 

また，今後限られた財源で少子化対策を推進する上で，一

旦，現行の「札幌市子育て支援計画」を点検評価して，あら 

ためて今後の札幌市の事業のあり方について検討を行いたい。

同計画は，広い意味で子育て支援事業と位置付けられる事業 

を相当広範囲に盛り込んでおり，少子化対策的要素の強い計 

画となっている。 

これらの事業について点検評価を試み，あらためて少子化

対策の再構築を行い，優先順位を定めた上で，取組を進める

べきである。そのためには，利用者市民の評価を取り入れる

手法を導入し，事業の改善を図っていく必要がある。 

これらの調査研究，企画調整，事業評価等に加えて，市民

・企業への広報・啓発，企業の相談・助成等の窓口が必要と

なることも明らかであり，少子化対策の実施を児童福祉行政

の延長線上に位置付けることは次第に困難になっていると考

えられ，また，それを乗り越えることを提言してきたところ

である。こうした観点から，札幌市の少子化対策の取組体制

について真剣な検討がなされることを望むものである。 

 

おわりに 

日本の人口のピークは目前に迫っている。その後には，未

だ経験したことのない人口減少社会が控えている。仮に，合

計特殊出生率が人口置換水準である 2.08 に回復しても，それ

まで続いた人口減少の惰性により，相当長期間に渡り人口減

少が続き，人口減少が止まるまでには 50年から 60年を要する

であろう。つまり，深刻な危機感を感じて，社会全体の行動

が変容しても，その結果が反映されるまでのタイムラグは今
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までのどのような政策よりも長いのである。このことをもっ

と社会全体で認識してもらいたい。 

当審議会は，少子化の背景・原因を踏まえ，これからの札

幌市の進むべき方向性について具体的に提言すべく審議し，

この答申を取りまとめた。答申作成にあたっては，可能な限

り政策の実現可能性にも配慮したつもりである。 

少子化対策は新たな段階についたばかりと言える。答申内

容が札幌市の少子化対策に反映されるとともに，市民一人一

人，さらには地域社会や企業も積極的に少子化への取組に参

加していただくことを強く期待するものである。 

 

 

 
（ 注 １ ）  人 口 を 維 持 す る の に 必 要 な 合 計 特 殊 出 生 率 の 水 準 の

こ と で ， 2.08

（ 注 ２ ）  『 平 成 10 年 度 版 厚 生 白 書 』  

（ 注 ３ ）  成 人 し た 後 も 親 元 を 離 れ ず ， 親 の 住 居 的 ・ 経 済 的 支

援 を 受 け ， リ ッ チ な 独 身 生 活 を 楽 し む 20 代 ， 30 代 の 若

い 人 た ち  

山 田 昌 弘 『 パ ラ サ イ ト ・ シ ン グ ル の 時 代 』 ち く ま 新

書 ， 1999 年  

（ 注 ４ ）  あ る 選 択 を し た こ と に よ り ， 仮 に そ の 選 択 を し な い

と し た な ら ば 本 来 得 ら れ た で あ ろ う 利 益 の こ と 。  
（ 注 ５ ）  幼 稚 園 と 大 学 が 私 立 で そ の 他 は 国 公 立 の 場 合  

『 平 成 11 年 度  子 育 て コ ス ト に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 』

（ 財 団 法 人 こ ど も 未 来 財 団 ）  

（ 注 ６ ）  『 平 成 9 年 度 版 国 民 生 活 白 書 』  

（ 注 ７ ）  金 子 勇 『 高 齢 社 会 と あ な た 』 Ｎ Ｈ Ｋ 出 版 ， 1998 年  

（ 注 ８ ）  『 第 11 回 出 生 動 向 基 本 調 査 ・ 独 身 者 調 査 』 （ 国 立 社

会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 ）  

（ 注 ９ ）  文 部 省 編 『 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  家 庭 編 』

2000 年  

（ 注 10 ）  金 子 勇 「 都 市 の 少 子 化 と 社 会 的 ジ レ ン マ 」  金 子 勇

・ 森 岡 清 志 編 『 都 市 化 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 社 会 学 』 ミ ネ

ル ヴ ァ 書 房 ， 2001 年 ， 308-324 ペ ー ジ  

（ 注 11 ）  Double  Income  No  Kids ， 夫 婦 と も フ ル タ イ ム で 仕 事 を

し ， 子 ど も は 持 た な い と の 選 択 を し た 家 庭  
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（ 注 12 ）  仕 事 と 育 児 ・ 介 護 と が 両 立 で き る 様 々 な 制 度 を 持 ち ，

多 様 で か つ 柔 軟 な 働 き 方 を 労 働 者 が 選 択 で き る よ う な  

取 組 を 行 う 企 業 の こ と 。  

具 体 的 な 取 組 と し て は ， 以 下 の よ う な も の 。  

１  法 を 上 回 る 基 準 の 育 児 ・ 介 護 休 業 制 度 を 規 定 し て

お り ， か つ ， 実 際 に 利 用 さ れ て い る こ と 。  

２  仕 事 と 家 庭 の バ ラ ン ス に 配 慮 し た 柔 軟 な 働 き 方 が

で き る 制 度 を も っ て お り ， か つ ， 実 際 に 利 用 さ れ て

い る こ と 。  

３  仕 事 と 家 庭 の 両 立 を 可 能 に す る そ の 他 の 制 度 を 規

定 し て お り ， か つ ， 実 際 に 利 用 さ れ て い る こ と 。  

４  仕 事 と 家 庭 と の 両 立 が し や す い 企 業 文 化 を も っ て

い る こ と 。  

（ 例 ） ●  育 児 ・ 介 護 休 業 制 度 等 の 利 用 が し や す い 雰

囲 気 で あ る こ と 。 特 に ， 男 性 労 働 者 も 利 用 し

や す い 雰 囲 気 で あ る こ と 。  

●  両 立 に つ い て ， 経 営 ト ッ プ ， 管 理 職 の 理 解

が あ る こ と な ど  等  

（ 注 13 ）  国 民 生 活 金 融 公 庫 。 平 成 13 年 11 月 。 主 に 高 等 学 校 ，

短 期 大 学 ， 大 学 等 に 入 学 ・ 在 学 す る 子 ど も の い る 世 帯

で ， 国 の 教 育 ロ ー ン 利 用 世 帯 を 対 象 と す る 調 査 結 果  

（ 注 14 ）  Ａ Ｉ Ｕ 保 険 会 社 。 平 成 13 年 4 月 東 京 都 内 に お け る 調

査 結 果 を も と に 算 出  

教 育 費 が 最 も か か る ケ ー ス と は ， 幼 稚 園 か ら 高 校 ま

で 全 て 私 立 ， 大 学 が 私 立 の 医 ・ 歯 学 部 の 場 合 。  

同 じ 調 査 で ， （ 注 ５ ） と 同 じ ケ ー ス の 場 合 （ 大 学 は

文 系 と し た ） は ， 3,015 万 円 に な る 。  

（ 注 15 ）  「 子 育 て 共 同 参 画 」 は 北 海 道 大 学 大 学 院 教 授 金 子 勇

氏 が （ 注 ７ ） で 初 め て 使 用 し た 概 念 で あ る 。  
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図 １  出 生 数 ・ 合 計 特 殊 出 生 率 の 推 移  
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表 １  合 計 特 殊 出 生 率 の 変 化 の 要 素 分 解  
 

昭 2 5～

昭 3 5 年  

昭 3 5～

昭 4 5 年  

昭 4 5～

昭 5 5 年  

昭 5 5～

平 2 年  

平 2 ～

平 7 年  

平 7 ～

平 1 1 年  

期   首  3 . 6 5  2 . 0 0  2 . 1 3  1 . 7 5  1 . 5 4  1 . 4 2  

期   末  2 . 0 0  2 . 1 3  1 . 7 5  1 . 5 4  1 . 4 2  1 . 3 5  
合 計 特 殊 出

生 率 の 変 化  

変 化 量  - 1 . 6 5  0 . 1 3  - 0 . 3 9  - 0 . 2 0  - 0 . 1 2  - 0 . 0 7  

総   数  - 1 . 3 7  0 . 0 8  - 0 . 1 5  0 . 1 7  0 . 0 5  0 . 0 0  

1 5～ 1 9 歳  - 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0  - 0 . 0 1  

2 0～ 2 4 歳  - 0 . 0 6  0 . 0 1  0 . 0 1  - 0 . 0 2  0 . 0 0  0 . 0 1  

2 5～ 2 9 歳  - 0 . 2 4  0 . 1 0  - 0 . 0 6  0 . 0 0  - 0 . 0 2  - 0 . 0 4  

3 0～ 3 4 歳  - 0 . 5 0  0 . 0 1  - 0 . 0 7  0 . 1 4  0 . 0 4  0 . 0 1  

3 5～ 3 9 歳  - 0 . 4 1  - 0 . 0 2  - 0 . 0 3  0 . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 2  

4 0～ 4 4 歳  - 0 . 1 5  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  

有 配 偶 出 生

率 の 変 化 に

よ る 影 響  

4 5～ 4 9 歳  - 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  

総   数  - 0 . 2 7  0 . 0 5  - 0 . 2 4  - 0 . 3 8  - 0 . 1 7  - 0 . 0 7  

1 5～ 1 9 歳  - 0 . 0 4  0 . 0 0  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 1  

2 0～ 2 4 歳  - 0 . 2 2  - 0 . 0 2  - 0 . 1 4  - 0 . 1 3  - 0 . 0 3  - 0 . 0 2  

2 5～ 2 9 歳  - 0 . 0 4  0 . 0 4  - 0 . 0 8  - 0 . 2 1  - 0 . 1 0  - 0 . 0 4  

3 0～ 3 4 歳  0 . 0 2  0 . 0 2  - 0 . 0 1  - 0 . 0 3  - 0 . 0 4  - 0 . 0 2  

3 5～ 3 9 歳  0 . 0 1  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  

4 0～ 4 4 歳  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  

有 配 偶 率 の

変 化 に よ る

影 響  

4 5～ 4 9 歳  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  

※  『 人 口 統 計 資 料 集 20 0 0』（ 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 ）  

※  年 齢 各 歳 別 デ ー タ に 基 づ く 。た だ し 平 成 11 年 は 年 齢 ５ 歳 階 級 に よ る 。 

※  平 成 11 年 の 有 配 偶 率 は 『 労 働 力 調 査 年 報 』 に よ る 。  
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表 ２  合 計 特 殊 出 生 率 変 化 の 要 因 分 解  

 
昭 3 0 ～ 昭

3 5 年  

昭 4 0 ～ 昭

4 5 年  

昭 5 0 ～ 昭

5 5 年  

昭 6 0～ 平 2

年  

平 7～ 平 1 2

年  

期   首  2 . 3 6 9 5 3  2 . 1 3 9 2 6  1 . 9 0 8 8 9  1 . 7 6 3 5 6  1 . 4 2 1 7 0  

期   末  2 . 0 0 3 9 0  2 . 1 3 4 9 4  1 . 7 4 5 8 2  1 . 5 4 2 6 5  1 . 3 5 9 1 8  
合 計 特 殊 出

生 率 の 変 化  

変 化 量  - 0 . 3 6 5 6 3  - 0 . 0 0 4 3 3  - 0 . 1 6 3 0 7  - 0 . 2 2 0 9 1  - 0 . 0 6 2 5 3  

年 齢 合 計  - 0 . 3 3 8 0 1  0 . 0 0 1 7 4  0 . 0 3 9 4 2  - 0 . 0 0 0 9 3  0 . 1 0 3 8 0  

1 5～ 1 9 歳  - 0 . 0 0 1 4 7  - 0 . 0 0 3 9 2  0 . 0 0 2 4 1  0 . 0 0 0 8 4  0 . 0 0 3 4 6  

2 0～ 2 4 歳  0 . 0 0 0 2 2  - 0 . 0 1 5 1 8  0 . 0 0 1 4 5  - 0 . 0 111 0  0 . 0 1 8 5 7  

2 5～ 2 9 歳  0 . 0 0 2 0 6  0 . 0 2 9 7 2  0 . 0 4 3 4 3  - 0 . 0 6 2 8 9  - 0 . 0 0 4 8 2  

3 0～ 3 4 歳  - 0 . 1 6 5 1 6  - 0 . 0 0 7 6 0  0 . 0 0 2 6 3  0 . 0 4 6 0 0  0 . 0 4 5 2 2  

3 5～ 3 9 歳  - 0 . 1 3 3 5 1  0 . 0 0 0 6 2  - 0 . 0 0 8 1 0  0 . 0 2 4 2 8  0 . 0 3 5 9 2  

4 0～ 4 4 歳  - 0 . 0 3 8 3 1  - 0 . 0 0 1 8 3  - 0 . 0 0 2 2 9  0 . 0 0 1 9 8  0 . 0 0 5 3 3  

有 配 偶 出 生

率 の 変 化 に

よ る 影 響  

4 5～ 4 9 歳  - 0 . 0 0 1 8 4  - 0 . 0 0 0 0 6  - 0 . 0 0 0 1 2  - 0 . 0 0 0 0 3  0 . 0 0 0 11  

年 齢 合 計  - 0 . 0 2 7 6 2  - 0 . 0 0 6 0 7  - 0 . 2 0 2 4 9  - 0 . 2 1 9 9 8  - 0 . 1 6 6 3 2  

1 5～ 1 9 歳  - 0 . 0 0 6 5 3  0 . 0 0 4 3 3  - 0 . 0 0 4 0 5  - 0 . 0 0 5 7 0  0 . 0 0 4 9 5  

2 0～ 2 4 歳  - 0 . 0 3 2 1 4  - 0 . 0 1 6 6 7  - 0 . 1 2 8 8 2  - 0 . 0 7 0 4 4  - 0 . 0 2 4 1 9  

2 5～ 2 9 歳  0 . 0 0 0 7 3  - 0 . 0 0 2 6 5  - 0 . 0 6 2 5 9  - 0 . 1 2 3 4 6  - 0 . 0 8 6 1 2  

3 0～ 3 4 歳  0 . 0 0 4 0 6  0 . 0 0 6 6 3  - 0 . 0 0 6 6 6  - 0 . 0 1 9 2 9  - 0 . 0 5 0 5 3  

3 5～ 3 9 歳  0 . 0 0 5 3 8  0 . 0 0 1 9 5  - 0 . 0 0 0 4 3  - 0 . 0 0 0 9 7  - 0 . 0 0 9 7 1  

4 0～ 4 4 歳  0 . 0 0 0 9 2  0 . 0 0 0 3 1  0 . 0 0 0 0 7  - 0 . 0 0 0 1 2  - 0 . 0 0 0 7 2  

女 子 の 有 配

偶 率 変 化 に

よ る 影 響  

4 5～ 4 9 歳  - 0 . 0 0 0 0 3  0 . 0 0 0 0 3  0 . 0 0 0 0 1  0 . 0 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0 0  

※  社 会 保 障 審 議 会 人 口 部 会 資 料  

※  年 齢 各 歳 別 デ ー タ に 基 づ く  

 
 

- 31 - 



 

- 32 - 

20-24歳

0.26

0.30

0.34

0.38

0.42

0.46

0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94

未  婚  率

有
配
偶
女
性
出
生
率

全国

札幌市

北海道

東京都

25-29歳

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

未  婚  率

有
配
偶
女
性
出
生
率

全国

札幌市

北海道

東京都

図 ２  未 婚 率 と 有 配 偶 女 性 出 生 率 の 関 係      
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30-34歳
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※  有 配 偶 女 性 出 生 率 ＝ 出 生 数 ／ 有 配 偶 女 性 人 口  

 作 成    国 勢 調 査 ， 人 口 動 態 統 計 ， 札 幌 市 衛 生 年 報 か ら



審 議 経 過 

 

平成12年11月21日  少子化対策専門分科会開催① 

・専門分科会の運営について 

・諮問事項の趣旨について（説明，意見交換） 

平成12年12月21日 少子化対策専門分科会開催② 

・人口動態及び主要な少子化対策の経緯について（説明，質疑） 

・少子化に関する調査結果について（説明，質疑） 

平成13年 1 月30日  少子化対策専門分科会開催③ 

         ・札幌市子育て支援計画の推進状況について（説明，質疑） 

・主要国の人口政策について（説明，質疑） 

・少子化の背景にある社会環境について（説明，意見交換） 

平成13年 2 月13日  少子化対策専門分科会開催④ 

・子育てに伴う負担感について（説明，意見交換） 

平成13年 3 月29日  少子化対策専門分科会開催⑤ 

         ・前回までの審議経過の総括（説明） 

         ・次回会議以降の審議方針について（意見交換） 

平成13年 4 月27日  少子化対策専門分科会開催⑥ 

         ・女性の就労環境について（説明，意見交換） 

         ・少子化対策に対する新たな発想法について（委員提供資料にも

とづき意見交換） 

平成13年 5 月23日  少子化対策専門分科会開催⑦ 

・札幌圏における少子化の人口学的分析について（説明，意見交

換） 

・少子化対策の検討にあたっての基本方針について（意見交換） 

・ワーキンググループ構成員の選出 

平成13年 6 月14日 第１ワーキンググループ会議開催① 

平成13年 8 月 2 日 第１ワーキンググループ会議開催② 

平成13年 8 月 3 日 第２ワーキンググループ会議開催① 

平成13年 8 月27日 第１ワーキンググループ会議開催③ 
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平成13年 8 月27日 第２ワーキンググループ会議開催② 

平成13年 9 月26日 第１ワーキンググループ会議開催④ 

平成13年10月 1 日 第２ワーキンググループ会議開催③ 

平成13年10月29日 第２ワーキンググループ会議開催④ 

平成13年11月 2 日 ワーキンググループ合同会議開催① 

         ・各ワーキンググループにおける調査審議経過について（報告，

意見交換） 

平成13年11月12日 第１ワーキンググループ会議開催⑤ 

平成13年11月19日 第２ワーキンググループ会議開催⑤ 

平成13年12月10日 ワーキンググループ合同会議開催② 

         ・答申案骨子の検討 

平成13年12月27日  少子化対策専門分科会開催⑧ 

         ・ワーキンググループ調査審議経過の報告 

・答申案骨子の審議 

         ・起草委員選任 

平成14年 1 月17日  起草委員会開催 

平成14年 2 月26日  少子化対策専門分科会開催⑨ 

         ・答申案審議 

平成14年 3 月14日  札幌市社会福祉審議会開催 

         ・答申案審議 
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少子化対策専門分科会委員名簿 

 

分 科 会 長 千葉 博正   札幌大学経営学部教授 

（第１ワーキンググループ） 

副分科会長 柿本 伸之   社団法人札幌市私立保育所連合会会長 

             （第２ワーキンググループ） 

臨 時 委 員 岩田 美香  北海道医療大学看護福祉学部医療福祉学科講師 

（第２ワーキンググループ，起草委員） 

臨 時 委 員 加藤 欣子  札幌医科大学保健医療学部講師 

（第１ワーキンググループ） 

委   員 金子  勇   北海道大学大学院文学研究科教授 

（第１ワーキンググループ座長，起草委員） 

委   員 住田 和子  藤女子大学人間生活学部教授 

             （第２ワーキンググループ） 

委   員 高田 八重子 北海道労働局雇用均等室長 

委   員 馬場 芳彦    札幌市里親会会長 

臨 時 委 員 林  美枝子  札幌国際大学人文・社会学部国際文化学科助教授 

（第２ワーキンググループ座長，起草委員） 

委   員 松尾 敏子   札幌市ボランティア連絡協議会理事 

委   員 山岸 紀子    前札幌市ＰＴＡ協議会副会長 

臨 時 委 員 吉田 耕一郎 國學院短期大学幼児教育学科助教授 

 

前 委 員 河合 健彦  北海道教育大学付属教育実践総合センター助教授 

（平成 13 年 3 月 31 日まで） 
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